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 渋川市では、平成１３年３月３１日に四ツ角周辺の地区計画を策定し、
令和３年９月２９日に渋川駅西側地区及び八木原駅周辺地区の地区計画
を策定しました。

１ 渋川都市計画地区計画の内容

（１）地区計画の位置
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（２）地区計画の平面図

① 四ツ角周辺地区

② 渋川駅西側地区
N

S



3

③ 八木原駅周辺地区

住居保全地区

住居保全地区

沿道利用地区
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（３）地区計画の制限等

四ツ角周辺
渋川駅西側地区

八木原駅周辺地区

商業地域 第一種住居地域 沿道利用地区 住居保全地区

地区施設 ʷ ʷ ʷ ○（街区道路）

用途の制限 ○ ʷ ◎ ◎ ◎

敷地面積の
最低限度 ʷ ʷ ʷ ◎ ◎

壁面の位置
の制限 ʷ ʷ ʷ ʷ ◎

高さの制限 ○ ʷ ʷ ʷ ◎

形態又は
意匠の制限 ○ ○ ○ ○ ○

垣又はさく
の制限 ○ ○ ʷ ○ ○

 各地区計画ごとに制限の内容が異なります。制限される項目は、下表
（地区計画の制限等確認表）のとおりです。

地区計画の制限等確認表

ʷ……制限なし   
○……制限あり   
◎……制限あり（建築条例※の制限あり）

• 詳細な地区計画の内容については、各地区計画の「計画書」で確認してくださ
い。

• 建築条例※の内容については、各地区計画の区域内における建築物の制限に関す
る条例を確認してください。

※建築条例：建築基準法第６８条の２第１項に基づく条例

【渋川市の建築条例】
 ○渋川駅西側地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
 ○八木原駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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 地区計画に記載されている地区整備計画には、地区施設（道路等）の
配置及び規模、建築物等の制限（用途の制限、敷地面積の制限、壁面の
位置の制限、高さの制限、形態・意匠の制限、垣又はさくの制限等）を
定めることができます。

（１）地区施設

• 住宅の新築や建替の際には、街区道路に新たな建築物の建築や塀、擁壁等を設置し
ないでください。

• 住宅の新築や建替等により一定の土地が確保できた段階で道路整備を検討します。
後退用地は、道路整備を事業化する際に買収します。

• 角地のすみ切りは、建築基準法施行令を準用して、隅角を挟む辺の⾧さを２ｍとす
るように努めてください。

２ 渋川都市計画地区計画の制限等の解説

●八木原駅周辺地区
 街区道路１号線（幅員６ｍ）、街区道路２号線から７号線（幅員５ｍ）

 注）詳細な制限内容等は、各地区計画の計画書で確認してください。
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（２）建築物等の制限※既存の建築物等については、制限されません。

 ① 用途の制限
●四ツ角周辺地区（商業地域）
 幹線道路の沿道において、工場等の立地を制限
●渋川駅西側地区
 性風俗関連特殊営業等の用に供する建築物の建築を制限
●八木原駅周辺地区（沿道利用地区）
 用途地域の第二種中高層住居専用地域と同程度の制限
 工場等の建築を制限
 遊戯・風俗施設の建築を制限
 床面積１，５００㎡超の店舗・飲食店・事務所等の建築を制限
●八木原駅周辺地区（住居保全地区）
 用途地域の第一種中高層住居専用地域と同程度の制限
 工場等の建築を制限
 遊戯・風俗施設の建築を制限
 床面積５００㎡超の店舗・飲食店・事務所等の建築を制限

 ② 敷地面積の制限

 区域内での敷地面積は、１５０㎡以上としてください。１５０㎡未満に分割した
土地では、建築物は建てられません。

●八木原駅周辺地区（沿道利用地区及び住居保全地区）
 建築物の敷地面積の最低限度は、１５０㎡（約４５．５坪）

敷地の細分化による分譲の事例（ペンシルハウス）

敷地面積
３００㎡

敷地面積
１８０㎡

敷地分割のイメージ

※ペンシルハウスとは、狭い土地に三階建てなどの高さを生かして建てた一戸建てのことを指しま
す。 鉛筆の様な形からペンシルハウスと呼ばれています。

敷地面積
１２０㎡



 建築基準法第４２条第２項に基づき指定された道路の場合、その道路境界線から
１ｍ以上としてください。

・外壁等の中心線の⾧さの合計が３ｍ以下である部分には適用しません。
・物置等の軒高２．３ｍ以下の建築物で面積５㎡までの部分には適用しません。
・自動車車庫（外壁のないもの）には適用しません。

１ｍa

b

c
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 ③ 壁面の位置の制限

日照や通風が悪い通路の事例

道路

１ｍ以上

壁
面
線

道
路
境
界
線

壁面の位置の制限イメージ

物
置

道路

建物

Ａ

道路境界線から１ｍ未満の部分が【a+b+c≦３ｍ】

物置の軒高２．３ｍ以下で、Ａの面積が５㎡以内

●八木原駅周辺地区（住居保全地区）
 建築物の外壁又はこれに変わる柱までの距離は、道路境界線から１ｍ以上

適用除外

車庫
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 ④ 高さの制限

 ⑤ 形態又は意匠の制限

●四ツ角周辺地区（商業地区）
 幹線道路の沿道では、原則２階以上
●八木原駅周辺地区（住居保全地区）
 建築物の高さは、１２ｍ以下

●四ツ角周辺地区（商業地域）
 建築物等の色彩は、周辺環境と調和したデザインとする。
●四ツ角周辺地区（第一種住居地区）
 建築物等の色彩は、原色を避け、落ち着いた色彩とする。
●渋川駅西側地区
 建築物の外壁、屋根などの色彩は、刺激的な原色や蛍光色などを避け、周辺環境と
調和した落ち着きのあるものとする。
●八木原駅周辺地区（沿道利用地区及び住居保全地区）
 建築物の外壁、屋根などの色彩は、刺激的な原色や蛍光色などを避け、周辺環境と
調和した落ち着きのあるものとする。

 ⑥ 垣又はさくの構造の制限

• 開放的な空間を確保するため、無機質な堅い印象の塀の設置は避けてください。
• フェンス等の基礎は、０．６ｍ以下にしてください。
• 生垣にする場合は、道路等に張り出さないよう適正に管理してください。
• 門袖（片側の幅２ｍまで）は、設置可能です。

●四ツ角周辺地区（商業地区及び第一種住居地域）
 道路に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスとする。
●八木原駅周辺地区（沿道利用地区及び住居保全地区）
 道路や公園に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスとする。

無機質な堅い印象の塀の事例
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（１）届出が必要な行為（都市計画法第５８条の２）

３ 地区計画の届出
 地区計画区域内の建築物の建築や、土地の区画形質の変更等の際には、
事前に届け出ることが都市計画法で定められています。 

○土地の区画形質の変更
 ・土地の切土、盛土
 ・道路、水路等の造成
 ・宅地の造成
 ・敷地分割  など
○建築物の建築、工作物の建設
○建築物等の用途の変更、形態又は意匠の変更

ただし、次に掲げる行為は、届出の必要はありません。
• 通常の管理行為、軽易な行為
• 仮設のものの建築の用に供する土地区画形質の変更
• 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
• 国又は地方公共団体が行う行為
• 開発許可を要する行為
• 全ての事項が建築条例に定められている場合で、建築確認を要する

行為
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（２）届出に必要な図書

○地区計画の区域内における行為の届出書（様式第１号）………２部
○立入調査に関する同意書（様式第３号）…………………………２部
○行為の種類ごとに必要となる添付図書（下表参照）……………２部

行為の種類 添付図書 縮尺 備考

土地の区画形質
の変更

位置図 任意 行為の場所がわかる案内図

設計図 1/100以上 内容がわかる図面（平面図、断面図等）

建築物の建築、
工作物の建設又
は建築物等の
用途の変更
(垣又はさくの設
置のみは除く)

位置図 任意 行為の場所がわかる案内図

配置図 1/100以上 敷地内の建築物、工作物の位置が確認できる
図面

立面図 1/50以上
全ての面を表示。必要に応じて建築物の高さ、
壁等の色彩（マンセル記号）、建築設備等の
形状及び色彩（マンセル記号）を表示

平面図 1/50以上 各階の平面図。必要に応じて建築設備の位置
を表示

外構姿図 1/20以上 垣又はさくの構造や高さ等を表示

建築物等の形態
又は意匠の変更

位置図 任意 行為の場所がわかる案内図

配置図 1/100以上 敷地内の建築物、工作物の位置が確認できる
図面

立面図 1/50以上
全ての面を表示。必要に応じて建築物の高さ、
壁等の色彩（マンセル記号）、建築設備等の
形状及び色彩（マンセル記号）を表示

外構姿図 1/20以上 垣又はさくの構造や高さ等を表示

垣又はさくの設
置

位置図 任意 行為の場所がわかる案内図

配置図 1/100以上 敷地内の既存の建築物、工作物の位置が確認
できる図面

構造図 1/20以上 構造や高さ等を表示

（注）

• 地区計画ごとに必要な情報が異なります。制限内容が確認できる情報を記載してく
ださい。

• 図面は、Ａ４判に折りたたんで提出してください。
• 必要に応じてその他関係図書を提出していただく場合があります。
• 届出の内容を変更する場合は、「変更届出書（様式第２号）」に、変更内容のわか

る図書を添えて、２部提出してください。
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事前相談

地区計画に基づく届出※工事着手の３０日前までに届出が必要です。

審査

適合 不適合

指導・勧告

設計変更

適合通知書発行

建築確認申請
※適合通知書の写しを添付
※建築確認申請が不要の場合もあります（２ｍ以下の擁壁等の工作物の設置や床面積１０㎡未満の増改築等）  

工事着工

（３）届出制度の流れ
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（４）届出書の記入例

（５）届出先

〒３７７ʷ８５０１
群馬県渋川市石原８０番地

 渋川市 建設交通部 都市政策課
ＴＥＬ：０２７９ʷ２２ʷ２０７３



渋川都市計画 地区計画届出の手引き
令和３年９月

群馬県 渋川市 建設交通部 都市政策課
                   〒３７７ʷ８５０１
                    群馬県渋川市石原８０番地
                   電話：０２７９ʷ２２ʷ２０７３（直通）


